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（２）計画の策定

　計画策定には、自治体としての実効力の担保という側面もあることから、中核機関等の設置
とあわせて、並行的に進めて行くことが効果的です。
　計画の策定について、国基本計画では、次のように記載していますが、各自治体においては、
後述 P.94 のような考え方に即して、整備を進めることがより現実的と思われます。

【国基本計画での記載（P.20－21）】

③市町村による成年後見制度利用促進基本計画（市町村計画）の策定
○�促進法第 23 条第１項において、市町村は、国の基本計画を勘案して、当該市町村の区

域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市
町村計画」という。）を定めるよう努めるものとされている。

○市町村計画を定めるに当たっては、以下の点につき、具体的に盛り込むことが望ましい。
・�地域連携ネットワークの三つの役割を各地域において効果的に実現させる観点から、

具体的な施策等を定めるものであること。
・�チームや協議会等といった地域連携ネットワークの基本的仕組みを具体化させるもの

であること。
・�地域連携ネットワーク及び中核機関の設置・運営、並びにそれらの機能の段階的・計

画的整備について定めるものであること。
・�既存の地域福祉・地域包括ケア・司法のネットワークといった地域資源の活用や、地

域福祉計画など既存の施策との横断的・有機的連携に配慮した内容とすること。
・成年後見制度の利用に関する助成制度の在り方についても盛り込むこと。

平成 29年 12月 12日付局長通知で示された
「市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項」

　平成 29 年 12 月 12 日付　厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働
省老健局長連名による局長通知で示されたガイドラインでは、市町村地域福祉計画に盛り込む
べき事項として、「ケ　市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、
身元保証人等、地域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方」も示されている。

ケ	　市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、
地域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方

・�認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者への権利擁護支援のための地
域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の在り方、権利擁護支援の担い手として
の市民後見人等の育成や親族後見人も含めた活動支援の在り方、日常生活自立支援事業の
対象とはならないものの判断能力に不安があり金銭管理が必要な者や、身元保証人が存在
していないために生活等に困難を抱えている者への支援の在り方（成年後見制度の利用の
促進に関する法律（平成 28 年法律第 29 号）（以下「成年後見制度利用促進法」という。）
に規定される市町村計画と一体的なものとすることも考えられる）

平成 29 年 12 月 12 日付厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知 29 頁
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